
 

                                                京都市消防局訓令乙第４号                     

各 部                                                 

消 防 学 校 

                                                 各 消 防 署 

 京都市消防局災害活動組織の編成及び運用に関する規程の一部を次のように改正する。 

  平成３０年９月２６日 

                                京都市消防局長 荒 木 俊 晴 

 第１６条第２項本文中「別表第４」を削る。 

 第２４条を次のように改める。 

（平常警防態勢における部隊要員の指名） 

第２４条 平常警防態勢における部隊の要員は，次の表の左欄に掲げる部隊の区分に応じ， 

 同表の中欄に掲げる部隊の要員に指名する者の中から，同表の右欄に掲げる所属長が指 

 名するものとする。 

部隊の区分 部 隊 の 要 員 に 指 名 す る 者 所 属 長 

統 括 指 揮 隊 消 防 救 助 課 に 所 属 す る 消 防 吏 員 消 防 救 助 課 長 

本 部 救 助 隊 
消 防 救 助 課 に 所 属 す る 消 防 吏 員 消 防 救 助 課 長 

南 消 防 署 に 所 属 す る 消 防 吏 員 南 消 防 署 長 

特別装備隊（無

線中継車の運用

に限る。） 

情 報 指 令 課 に 所 属 す る 消 防 吏 員 情 報 指 令 課 長 

特別装備隊（無

線中継車の運用

を除く。） 

支 援 課 に 所 属 す る 消 防 吏 員 支 援 課 長 

航 空 機 隊 消 防 救 助 課 に 所 属 す る 消 防 吏 員 消 防 救 助 課 長 

署警防本部に配

置する部隊 
当該署警防本部に所属する消防吏員 当 該 署 長 

２ 前項に規定するもののほか，統括指揮隊及び本部救助隊の要員の指名に関し必要な事 

 項は別に定める。 

 第２６条第１項の表中 

 

 

  

 

 

本部指揮救助隊 活動組織規程第６条第２項から第４項まで 

署 指 揮 隊 活動組織規程第７条第２項から第４項まで 

統 括 指 揮 隊 活動組織規程第６条第２項から第４項まで 

本 部 救 助 隊 活動組織規程第７条第２項から第４項まで及び第６項 

署 指 揮 隊 活動組織規程第８条第２項から第４項まで 

「

「

」

」

を

に， 



 

「第１１条」を「第１２条」に改め，同表特別装備隊の項中「第１３条」を「第１４条」

に改める。 

 別表第１ ２署警防本部の項中「２０隊」を「２１隊」に改め，同表３局警防本部の項

中「本部指揮救助隊（救助を担当する隊）」を「本部救助隊」に改め，同表３署警防本部の

項中「３６隊」を「３７隊」に改め，同表４局警防本部の項中「本部指揮救助隊（指揮を

担当する隊）１隊，本部指揮救助隊（救助を担当する隊）２隊」を「北部方面統括指揮隊

１隊，本部救助隊２隊」に改め，同表４署警防本部の項中「４８隊」を「５０隊」に，「９

３隊」を「８６隊」に改める。 

 

 別表第４警防本部別の項中 

 

 

左 京  ２  ４  ３  ６  ４  １４ 

 

左 京  ３  ５  ４  ７  ５  １３ 

 

９ １６ 

１２ １８ 

 

７  １１ ２０ 

 

３  １ ２ ７ 

 

 

 

計  ２０ 

 

「３６」を「３７」に，「７３」を「７４」に，「４７」を「５０」に，「９３」を「８６」

に，「１６５」を「１６１」に改め，同表増強部隊合計の項中「２０」を「２１」に，「４

６」を「４７」に，「３６」を「３７」に，「７５」を「７６」に，「４７」を「５０」に，

「９３」を「８６」に，「１７０」を「１６６」に改め，同表備考中「本部指揮救助隊」を

５ １２ 

１１ １７ 

８  １１ ２１ 

４  １ ２ ８ 

計  ２１ 

「

」
を

「
に， 

」

を

に， を

に， を

「

「 「

「「

「
を

「 

」
に， 

」 」

」

６ １２ ５ １１ 

「
に， 

「
を

」

「
に，「４５」を「４６」に， 

」

」 」

」

」



 

「統括指揮隊，本部救助隊」に改める。 

   附 則 

 この訓令は，平成３０年１０月１日から施行する。 

（消防局警防部警防計画課） 

 


